
 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の相談・説明会参加時は、マスクを着用し、体調不良時は、連絡のうえ、療養ください。 

◎就業相談 ※就業をしている会員の方のご相談をお受けします。 
 日時：9 月 18 日（金） 13 時 30 分から 15 時 30 分まで 

 会場：中老人福祉センター（シルバー前）小集会室（１階） 

★ 事前に事務局までお申し込みください。予約がない場合は、開催しません。 

◎未就業相談 ※就業をしていない会員の方のご相談をお受けします。 
 毎週水曜日実施（場所＝当センター紹介相談室） 

★ 事前に事務局までお申し込みください。 

◎入会説明会 
 日時：９月１０日（木）・２４日（木） 13 時 30 分から 

 会場：当センター紹介相談室 

◎出前入会説明会 
 日時：９月２日（水） 10 時から 11 時 30 分 

 会場：ハローワーク彦根 １階第２会議室 

◎女性向け入会説明会 
 日時：９月 16 日（水） 13 時 30 分から 

 会場：当センター作業室 

◎配分金・賃金 振込予定日 

配分金 

（請負） 

 9 月 23 日（水） 
 

 

賃金 

（派遣） 

 9 月 15 日（火） 

10 月 20 日（火） 10 月 15 日（木） 

11 月 20 日（金） 11 月 13 日（金） 

 

 

 

正会員数 1,047 人 
男性 692 人  女性 355 人 

（8 月 25 日現在） 

  〒522-0056 彦根市開出今町 1419 

  TEL.0749-22-5622 E-mail : hikone@sjc.ne.jp 

  FAX0749-26-4800 URL : https://webc.sjc.ne.jp/hikone/ 

No.198 
（２０２０年９月号） 

自主・自立 共働・共助 

公益社団法人 彦根市シルバー人材センター 

 

会員でないお知り合いの

方に､お声かけください！ 
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業務内容・就業先 募集人員 就業時間・期間 応募締切 その他 

[請負] 

駐輪場の管理 
彦根駅前自転車駐輪場 

(蔦井㈱) 

1 名 

10 月～ 

継続業務 

6:00～22:00 

(うち 3.5～6 時間) 

月 11～12 日程度 

シフトによる就業 

9/7(月) 

面談 

9月中旬 

担当 中原 

[請負] 

缶の選別作業 
彦根市清掃センター 

(野瀬町) 

1 名 

11 月～ 

継続業務 

9:30～16:30 

(うち 6 時間) 

月 10 日程度 

9/7(月) 

面談 

9月中旬 

担当 中原 

[請負] 

アパート共有箇所清掃 
(後三条町) 

1～2 名 

2 回/月(前半・後半) 

2 時間/回 

※曜日・始業時間相談可 

決定次第 担当 中村 

[請負] 

アパート共有箇所清掃 
(小泉町) 

1～2 名 

3 回/月(上旬・中旬・下旬) 

2 時間/回 

※曜日・始業時間相談可 

決定次第 担当 中村 

[請負] 

清掃業務(希望者把握) 

現在就業先は未定ですが、依頼があ
り次第案内します。今後、就業を希

望される方は、ご連絡ください。セ
ンター内の掲示板でも随時、募集掲
示します。 

随時募集 担当 中村 

[請負] 

除草業務 
市内各所 

就業をお考えの会員の方は、事務局
にご連絡ください。説明をさせてい
ただきます。(ただし、単発の就業は
ご遠慮ください) 

随時募集 担当 北村 

就業を希望する会員の方は、事務局へお申し込みください。 

  電話：22-5622  FAX：26-4800 

※「面談」と記載されている業務は、適正就業推進委員による面談を行います。 
 面談の日は､事務局から指定します。 

２０２1年版  会員手帳  予約受付のお知らせ 

「2021 年版会員手帳」の購入を希望される方は、事務局へ

申込んでください。 

  １冊 282 円（税込）  申込締切 ９月３０日(水) 
 予約受付の時には、代金は不要です。代金は、手帳と引

き換えにお支払いください。引き換え時期は、改めて事務

局たよりでお知らせします。 

2021 
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⦿最低賃金の改正 

滋賀地方最低賃金審議会は、滋賀県最低賃金時間額を 868円に

引き上げるよう､滋賀労働局長に答申しました。10 月 1 日付の

発効予定であり、今後、当センターにおきましても､発注者に対

し契約金額の変更について、順次交渉を進めてまいります。

 今年度も県下一斉に、各センターによるボランティア清掃が実施されます。 

 この事業は、シルバー人材センターの活動内容を市民の皆さんにより広く知

ってもらい、センター事業の普及を図ることを目的としています。 

 当センターでは､下記の活動を予定しています。積極的にご参加願います。 

  日 時  令和 2 年１０月１４日（水） 午前 8 時 30 分から 1 時間程度 

  場 所  市内各小学校 

    ①城東小学校  ②城西小学校  ③城南小学校  ④平田小学校 

    ⑤城北小学校  ⑥佐和山小学校 ⑦旭森小学校  ⑧城陽小学校 

    ⑨若葉小学校  ⑩金城小学校  ⑪鳥居本小学校 ⑫河瀬小学校 

    ⑬亀山小学校  ⑭高宮小学校  ⑮稲枝東小学校 ⑯稲枝西小学校 

    ⑰稲枝北小学校 

  活動内容  

    ・学校敷地および周辺のゴミの回収
．．．．．

と草取り
．．．

 

    （機械による除草や、樹木の伐採、剪定等は行い 

     ません。） 

  参加の方法  

    ・当日、発熱等の症状がある場合は、参加を控えてください。 

    ・清掃のできる服装とマスク着用
．．．．．

で参加してください。 

    ・参加者同士の距離は十分確保(できるだけ 2ｍ)してください。 

    ・草刈り鎌・レジ袋があれば持参してください。 

    ・駐車場はありません。徒歩
．．

または自転車
．．．

での参加をお願いします。 

    ・接触確認アプリ(COCOA)をインストールしておきましょう。(ＱＲ 

     コードは、事務局たより 7 月号の 8 ページに掲載しています) 

         ※ 10月 1日(木)までに、会員番号・氏名・参加小学  

          校を事務局（電話：22-5622）へ連絡願います。 

※ 荒天やコロナの感染拡大の状況によっては､中止の場合があります。 
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令和 2年度 全国共通スローガン    事故の発生状況  

 R2.7月 R2累計 前年同期 

傷害事故 1 1 1 

賠償事故 1 2 0 

計 2 3 1 

「安全への心がけ」    安全委員 西川 道夫

 シルバー会員の皆様、日頃は安全活動にご尽力いただきありがとうございます。 

 朝のミーティングでは、健康チェックをし、剪定場所の確認をして、安全に対して

の計画を立て、仕事に取り掛かりましょう。 

 ヘルメット、安全ベルトの装着を確認。作業中は、三脚梯子を木にくくり、命綱を

木に装着して仕事に取り掛かる。 

 日頃の皆さんの経験、知識の豊富さを活かし、常に安全に仕事をして頂ければ、事

故も無くせるのではないでしょうか。 

 １日の仕事の始まりの車での移動の時、 

  ① 一時停止  ② 法定速度  ③横断歩道 

 この３つのことを頭に置き、安全運転を心がけましょう。 

 

                    賠償事故が発生しました。 

 

１ 賠償事故 

  発生日時：8 月 12 日（水） 午前 11 時 50 分頃  粗大ごみ解体作業中 

 事故状況：解体した粗大ごみ(ベッド)の中のスプリング板を指定された場所に

一人で運ぶ際、搬入車両に接触し、擦り傷をつけた。 

      一人ではなく、二人で運ぶルールの徹底と、慣れた場所と作業でも油断す

ることなく、周辺状況の確認の徹底を！ 

第 ２２５ 号 （２０２０年９月） 

発行責任者 安全委員長 高橋 貞夫 

公益社団法人 彦根市シルバー人材センター 

いつまでも 働く喜び 

        無事故から 
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 広報紙『シルバーひこね』第９５号（1月１日発行)の原稿を募集しています。 

 ◎表紙写真  新年号にふさわしく、彦根らしい写真(写真のデジタルデータの提

供含む)をお願いします。 

 ◆随想 シルバーでの就業や研修会の感想、趣味の紹介、旅行記、日常雑記など 

     400 字～600 字程度でお願いします。 

 ◆俳句・短歌・川柳など 1 人 3 首以内でお願いします。 

 ◆絵画・写真・手芸など  

     1 人 3 点以内でお願いします。写真を撮って掲載します。 

 しめきり  １０月１６日（金） 

  ＊掲載する場合は、提供者の学区と氏名を掲載し、原稿は加筆修正することがありますのでご

了承願います。なお、ご応募いただいても編集の都合で掲載できない場合があります。 

 7 月 30 日（木)、シルバー人材センターへの支援の要望のため、横田 理事長、高

橋 副理事長が 大久保 貴 市長、安澤 勝 市議会議長、野村 博雄 市議会副議長と

面談をしました。 

 当センターの状況を説明するとともに、全シ協の総会において決議された要請文を

手渡し、補助金の確保・増額や公共事業におけるシルバー事業の利用拡大､消費税にお

けるインボイス制度導入によるシルバー事業への影響や課題の理解と支援などを要望

しました。 

 

 

 

  

彦根市議会議長(左から 2人目)に要望書を提出 

(左端は市議会副議長) 

  ［彦根市役所(仮庁舎)市議会議長室］👇 

👆 彦根市長(右端)に要望書を提出 

 ［彦根市役所(仮庁舎)特別応接室］ 
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 平素は､互助会活動に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 8 月６日に開催しました役員会において、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響を鑑み、参加者および関係者の皆さまの健康・安全面を第一

に考慮した結果、下記の行事を中止することにいたしました。催しを楽

しみにしていただいておりました会員の皆さまには、ご迷惑をおかけす

ることとなり大変申し訳ございません。何とぞご理解のほどよろしくお

願い申し上げます 

★ 啓発・奉仕活動（JR駅前清掃）[9/9中止] 

★ グラウンドゴルフ大会[10/2中止] 

★ 互助会一泊研修旅行[11/8-9中止] 
 

歩こう会                                   令和 2年 9月 

 9 月は、近江高島の乙女ヶ池と白髭神社への散策です。乙女ヶ池に架かる太鼓橋は、

ＮＨＫ朝ドラ「ごちそうさん」のロケ地です。山、田んぼ、湖など、何気ないけれど

ハッとする風景です。 

 今回は少し距離があります。途中、トイレは何か所かありますが、和式しかありま

せんので、ご注意ください。                 (歩行距離：約 9 ㎞) 

 実施日  令和 2 年9月 18日(金)  

      [雨天中止の場合、連絡します。] 

 申込み  090-3488-3150 外村辰雄 

      090-2382-7883 平田ちゑ子 まで 

 〆切り  令和 2 年 9 月 15 日(火) 

費 用  電車代 2,680 円、保険代 100 円､写真代 100 円 

集合場所 JR 彦根駅 8:30(彦根駅から乗車の方) 

   稲枝駅(8:29) → 河瀬駅(8:33) → 南彦根駅(8:36) → 彦根駅(8:39)乗換 

   彦根駅(8:45発､近江塩津行) → 近江高島駅(10:21) 

   [彦根駅から乗車の方は、まとめて切符を購入します。

他の駅から乗車の方は、近江高島駅まで、往復で購入し

て、前から 2 両目に乗車してください。] 

その他 昼食は、ご持参ください。 

 ＊10 月は、10 月 17 日(土)に信楽方面を予定しています。 
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≪防災の日と防災週間≫  9月1日は「防災の日」です。 

  台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、それらの

災害に対処する心構えを準備するためとして、1960年に内閣の閣議了

解により制定されました。また、1982年からは、9月1日の「防災の日」

を含む1週間（8月30日から9月5日まで）が「防災週間」と定められてい

ます。9月1日という日付は、1923年9月1日に発生し、10万人以上の死

者・行方不明者を出した『関東大震災』に由来しています。津波防災

の日は毎年11月5日となっており、津波の脅威について関心が高ま

り、対策が進むことを期待して制定された「世界津波の日」も同じく11

月5日となっています。 

 新型コロナウイルスの影響下における避難生活の大前提  

●災害発生後に、水害による浸水や地震による津波、家屋倒壊の危険性がない場合

は、感染リスクの低い自宅や親戚宅など、「少人数・個別空間」での避難を優先さ

せましょう。 

●やむを得ず避難所へ避難しなければならない方々に

対しても、できる限り「少人数・個別空間」が確保

される必要があります。そのために、指定避難所に

大勢が集まるのではなく、ホテル・旅館等の宿泊施

設はもちろんのこと、避難所指定されていない公民

館や民間施設などへの避難も行う必要があります。 

●新型コロナウイルスの感染を疑う方が避難してきた場合でも、受け入れ拒否の即答

は、差別や排除につながります。どんな状況下であれ、一人ひとりの尊厳が守られ

るよう、病院への移送や、個室が確保できる場所を探すなど、対処に最善を尽くし

ましょう。 

●指定避難所やそれ以外の場所（在宅・車中泊など）で避難していて、生活の困りご

とや不安のある人に対しては、行政だけではなく、地域のいろいろな団体や、地域

住民らの連携によって、支援ができる体制をつくりましょう。 
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